
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

～ご声援、ありがとうございました！！～ 

 ５月１８日（土）、快晴の空の下、令和元年度の大運動会を行うことができました。閉会式で「疲

れたなあ、という子は手を挙げてくれるかな？」と尋ねてみたところ、全員の手が挙がりました。

一生懸命に走り、全力で綱を引き、タイヤを奪い合い、籠めがけて玉を投げ、声をからして応援し、

どの子も目を輝かせてがんばりました。 

 勝負事ですから、勝つこともあれば、負けることもあります。「勝っておごらず、負けて腐らず」

という言葉のとおり、笑顔で終えることができたこと、これが一番嬉しいことでした。 

 朝早くから駆けつけて声援をいただいた保護者、地域の皆様、前日、当日朝の準備、後片付けに

ご助力いただいた育友会役員の皆様、ありがとうございました。心から感謝申し上げます。 

 

～えっ、一億円！？～ 

自転車は免許証や教習の必要も無く、気軽に乗れる便利な乗り物です。しかし、気軽で便利とい

う裏側には常にもしもの場合のリスクが存在します。平成２０年以降、道路交通法が度々改正され

て、自転車の危険運転に対する取り締まりが強化され、賠償等をめぐって裁判が行われる例が増え

てきています。小学生も例外ではありません。 

 自転車事故による裁判の例としては、平成20年（2008年）に兵庫県神戸市で起きた事故が

典型的な例です。この事故は当時小学校高学年だった男の子が走行中に女性に衝突し、女性が意識

不明の重体になるという事故でした。平成25年に下った判決は小学生の母親に賠償金約9500

万円の支払いを命じるという重いものでした。（未成年が起こした事故であったため、保護者に支払い

が命じられました。その後も賠償額が5000万円以上に及ぶ訴訟が何件も起きています。） 

しかも、自転車は道路交通法により軽車両に分類されます。歩行者と事故を起こした場合は立派

な交通事故であり、人身事故、つまり相手に被害を与えた場合は刑事責任も発生します。 

また、平成20年6月の道路交通法改正で、保護者には13歳未満の子どもが自転車に乗る

際、ヘルメットの着用させるように努める義務があると定められました。この法律は、13歳未満

の子どもが自分で自転車を運転する際はもちろんですが、親や付添の大人が運転する自転車に子ど

もを乗せる場合にも適用されます。4月23日に実施した交通安全教室の際、小千谷署、交通安

全指導員の方から「ヘルメット着用率向上に努めてください。」という指導がありました。（千田

小学校の子どもは着用率が低いそうです。） 

日が長くなり、子どもの行動範囲が広くなってきています。子どもを交通事故の被害者にも加害

者にもしないために、各家庭で再度交通ルールを確認してください。また、ヘルメットの着用につ

いて、ご配慮をお願いいたします。               （文責：校長  目黒栄一） 
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